
北海道農政事務所からのお知らせ 平成２３年４月

水田・畑作経営所得安定対策の加入者の皆さまに対し、対策の手続きや皆さまの経営発展に役立つ情報などを、タイ
ムリーに分かりやすくお知らせします。

平成２２年産の「収入減少影響緩和交付金」の交付申請手続きについて、前年から変更がございま

す。変更点は以下の通りとなっておりますので交付申請の際には注意してください。なお、交付申請

は平成２３年４月１日（金）～５月２日（月）までとなっております。

積立金返納申出書（担－参考様式１２）

平成2３年産ナラシにおいても、22年産と同様に、米の補填額から戸別所得補償制度の「米価変

動補填交付金」の金額が控除されます。このため、20％の減収に備えた積立をやめて、10％コー

スへの変更を希望される加入者の方もいらっしゃるかと思います。その場合、加入者ご自身の判断

で、積立金コースの変更をすることは可能です。

但し、現行の積立方式では、繰越積立残額が相当額（積立基準収入額の２．２５％以上）ある加

入者の場合、自動的に20％コースになる方式になっています。したがって、今回 10％コースへの

変更を希望される方については、平成22年産ナラシの交付申請の機会等を活用して積立金返納の申

出を行い、積立金の全額の返納を受け、あらためて１０％分の積立金を納付していただくことにな

ります。

積立金の１０％の収入減少に対応した額への変更方法について

22年産ナラシの交付申請と
同時に提出する場合は、「交
付決定後の積立金残額」の返
納を選択してください。
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このお知らせは、水田・畑作経営所得安定対策に加入されている方へ、個人で申請されている方には農政事務所から直接、JA、集荷業者
等と申請事務の委託契約を結んでいる方にはJA、集荷業者等のご協力をいただいて配布しております。

平成22年産ナラシにおいては、米の補填額の計算において、米モデル事業の「変動部分」が控
除されることから、交付申請の時点ではナラシ補填金の有無や多小が丌明です。そのような中で、
特に、米の直販で販売先の数が多い加入者の場合、膨大な書類を提出することとなる可能性があ
ります。

このため、以下の条件を満たす場合には、米の直販分の伝票等の提出を省略できることとしま
す。

①米戸別所得補償モデル事業に加入していること
②米の直販分の数量証明に必要な伝票等の枚数が著しく多いこと
この場合、通常の交付申請書、生産数量目標が分かる書類、品位等検査結果を確認できる書類

に加え、「直接販売した米穀の数量報告書」に「米穀の直接販売分の証明書類の添付省略に関す
る申出書」を添付して提出してください。

米の直接販売分の伝票等の提出省略について

証明書類の添付省略に関する
申出書（担－参考様式１０）

直接販売した米穀の数量報告書
（担－参考様式９）

添付を省略した書類を翌年度から５年間保
存すること、求めがあれば保存中の書類を
開示すること、報告数量に仮に間違いが
あった場合は交付金の返還に応じること
（また、追加払いを求めないこと）への同
意が必要です。

※申請様式等については、下記の北海道農政事務所のＨＰに掲載しています。

＜参考＞北海道における収入減少影響緩和交付金の地域等区分

地域区分１

市町村
市町村
市町村
市町村
市町村
市町村

市町村

市町村
市町村

地域区分２　(対象農産物の種類)対象農産物

米　　穀

大　　豆

でん粉原料用ばれいしょ
て　ん　菜

はだか麦
六条大麦
二条大麦  －

春期には種する小麦
秋期には種する小麦

うるち米、もち米

 －
 －

 －

秋田、大袖の舞、大袖振、音更大袖振、スズヒメ、スズマル、つるの子、ツル
ムスメ、とよまさり、ハヤヒカリ、ユキシズカ、その他

 －
 －

 －


